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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第76期

第３四半期
連結累計期間

第77期

第３四半期
連結累計期間

第76期

第３四半期
連結会計期間

第77期

第３四半期
連結会計期間

第76期

会計期間

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
４月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
10月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
10月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日

売上高 （百万円） 75,002 84,981 27,793 28,633 102,409

経常利益 （百万円） 8,253 14,460 4,967 4,070 12,135

四半期(当期)純利益 （百万円） 4,659 8,164 3,060 2,633 7,363

純資産額 （百万円） － － 211,243217,249217,532

総資産額 （百万円） － － 244,966257,489257,137

１株当たり純資産額 （円） － － 2,195.222,415.922,256.07

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

（円） 53.42 94.14 35.21 30.47 84.49

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

（円） 53.40 94.10 35.19 30.45 84.46

自己資本比率 （％） － － 77.9 81.1 76.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 11,952 5,863 － － 23,058

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △6,784 △17,264 － － △3,246

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △9,137 △281 － － △8,974

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（百万円） － － 37,876 40,640 52,939

従業員数 （人） － － 1,716 1,780 1,654

(注) １　売上高には、消費税等（消費税および地方消費税をいう。以下同じ）は含まれていません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。
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２ 【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(人) 1,780

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　臨時従業員は従業員数の100分の10未満であり、記載を省略しております。

　

(2)　提出会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(人) 630

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　臨時従業員は従業員数の100分の10未満であり、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

日本 21,769 －

北米 2,333 －

アジア 4,183 －

合計 28,287 －

(注) １．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額は消費税等を含んでいません。

　

(2)　受注実績

当社グループ（当社及び連結子会社）は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

　

(3)　販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

日本 23,007 －

北米 2,457 －

アジア 3,169 －

合計 28,633 －

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日

　至　平成22年12月31日)

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

㈱メタルワン 3,775 13.6 3,837 13.4

３．上記の金額は消費税等を含んでいません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による緊急経済対策やアジアを中心とした新

興国における需要回復等を背景に、一部で回復の兆しが見られました。一方、欧州の財政不安や円高の長

期化、デフレ進行などにより、依然として景気は低迷しました。

セグメント別の業績は、以下のとおりです。

（日本）

国内事業につきましては、主原料のコイル価格の値上げに伴い、第１四半期に製品価格への転嫁を致し

ました。一方、需要面では、主力の建築向けは依然低調で、加えて景気回復を牽引してきたエコカー補助金

の終了による自動車向けパイプが下期に入り減少しております。製品価格についても、夏場以降、建材の

値下げや建築需要の不振もあって、昨年後半は弱含みで推移していましたが、足下スクラップ高を背景に

電炉製品の値上げと海外を中心にコイル価格の値上げの方向であり、当社でも建築向けなど一部製品の

値上げに取り組んでおります。

このような厳しい状況のなかで、国内事業につきましては、売上高は230億7百万円、セグメント利益は

35億9千3百万円となりました。

（北米）

北米事業につきましては、マルイチ・アメリカン・コーポレーション及びレビット・チューブ・カン

パニーLLCにおいて、販売数量は依然として低迷していますが、売上高は24億5千7百万円、セグメント利益

は5千9百万円を計上いたしました。

（アジア）

アジア事業につきましては、サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニーの販売数量の増加

及び製品価格の上昇により、売上高は31億6千9百万円と増加しましたが、のれん代の償却費負担などによ

り、セグメント損失1億5千2百万円を計上しました。

以上の結果、第３四半期連結会計期間における業績は、売上高は286億3千3百万円（前年同期比3.0％

増）、営業利益は34億9千7百万円（前年同期比18.0％減）、経常利益は40億7千万円（前年同期比18.1％

減）、四半期純利益は26億3千3百万円（前年同期比13.9％減）となりました。

尚、対米ドル換算レートは1米ドル89円53銭であります。

　

(2)　財政状態の分析

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は2,574億8千9百万円（前連結会計年度比3億5千1百万円

の増加）となりました。

主な内容は、有価証券の売却などにより現金及び預金が82億9千万円、受取手形及び売掛金が18億1千2

百万円、製品が16億3千7百万円増加したことにより流動資産合計で123億8千5百万円増加しました。固定

資産については、主として投資有価証券の売却及び株式の時価の下落により投資有価証券が115億8千万

円減少したことにより、固定資産合計で120億3千3百万円減少しました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債は402億3千9百万円（前連結会計年度比6億3千5百万円増）

となりました。

　主な内容は、支払手形及び買掛金が5億5千1百万円、その他のうち未払費用が2億5千6百万円、未払法人税

等が2億4千万円、賞与引当金が1億9千1百万円減少したことにより、流動負債合計で14億3千4百万円減少

しました。固定負債については、株式の時価評価に関わる繰延税金負債が13億9千3百万円減少しました
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が、長期借入金が36億9千7百万円増加したことなどにより、固定負債合計で20億6千9百万円増加しまし

た。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は2,172億4千9百万円（前連結会計年度比2億8千3百万円

の減少）となりました。

主な内容は、連結子会社の自己株式の取得による親会社持分の増加131億7千1百万円、四半期純利益81

億6千4百万円などにより、利益剰余金が181億1千1百万円増加しましたが、少数株主持分が129億8千8百万

円、その他有価証券評価差額金が27億1百万円、為替換算調整勘定が18億7千8百万円、自己株式が8億3千5

百万円減少したことなどにより、純資産合計で2億8千3百万円減少しました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第２四半期連

結会計期間末より99億3千1百万円減少し、406億4千万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであ

ります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって減少した資金は26億1千4百万円(前年同期比40億円の収入減)となりました。主な内

容は、税金等調整前四半期純利益43億8千7百万円、減価償却費11億3千5百万円などの収入に対して、法人

税等の支払額22億6千8百万円、仕入債務の減少18億8千3百万円、売上債権の増加18億5千万円、たな卸資産

の増加11億6百万円などの支出によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によって減少した資金は、88億4千3百万円(前年同期比82億4千7百万円の収入減)となりまし

た。主な内容は、投資有価証券の売却による収入21億8千5百万円、有価証券の売却による収入19億8千4百

万円などに対して、定期預金の増加88億9千4百万円、有価証券の取得による支出20億円、投資有価証券の

取得による支出10億3千7百万円などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によって増加した資金は20億7千4百万円(前年同期比24億3千4百万円の収入増)となりまし

た。主な内容は、長期借入れによる収入38億6千2百万円などに対して、配当金の支払額12億9千6百万円、長

期借入金の返済による支出10億4千8百万円などによるものであります。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
　

当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）について

 当社は、特定株主グループ（注1）の議決権割合（注2）を20％以上とすることを目的とする当社株券の

買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等（注3）の買付

行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の

具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付

行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に対する方針（以下、「本方針」といいます。）を決定

しております。

なお、本対応方針の概要は以下のとおりです。
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１．大規模買付けルールの必要性

　当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模買付行為に応じて当社株

式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきもの

であると考えております。そのためには、大規模買付行為にあたり十分な情報が株主の皆様に提供される

ことが重要と考えます。従いまして、当社取締役会としては、株主の皆様の判断のために、大規模買付行為

に関する情報が大規模買付者から提供された後、これを評価・検討し取締役会としての意見を取りまと

めて開示いたします。また、必要に応じて、大規模買付者と交渉したり、株主の皆様へ代替案を提示するこ

ともあります。

　当社の経営には、鉄鋼産業の一翼を担う鋼管の製造加工および販売などを行う企業としての豊富な経

験、国内外の取引先および顧客等との間に築かれた長期的取引関係、全国に立地する各工場と地域社会と

の関係等への理解が不可欠です。これらに関する十分な理解なくしては、株主の皆様が将来実現すること

のできる株主価値を適正に判断することはできません。そのため、当社株式の適正な価値を投資家の皆様

にご理解いただくよう、IR活動を通じて事業内容の適時開示に努めておりますが、突然大規模買付行為が

なされたときに、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを株主の皆様が短期間の

間に適切に判断されるためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提

供されることが不可欠です。さらに、当社株式をそのまま継続的に保有することを考えられる株主の皆様

にとっても、大規模買付行為が当社に与える影響、当社の従業員、関連会社、取引先および顧客等のステー

クホルダーとの関係など大規模買付後の経営方針や事業計画等は、重要な判断材料であります。同様に、

当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのかも、当社株主にとっては

重要な判断材料となると考えます。

　これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前に、株主の皆様の

判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきである、という結論に至り

ました。当社取締役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意

見を慎重に検討し、大規模買付行為開始後に公表いたします。さらに、必要と認めれば大規模買付者の提

案の改善についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。かかる

プロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提

案と代替案が提示された場合にはその代替案を検討することが可能となり、最終的な、応否を自ら決定す

る機会を与えられることとなります。また、当社取締役会は、本方針の運用の適正性を確保するためと大

規模買付行為が行われる際に当社取締役会が行う判断の公正性、透明性を担保するために、「独立委員

会」を設置いたしております。独立委員会は弁護士2名と当社社外監査役1名により構成されております。

　以上の見解に基づき、当社取締役会は、大規模買付行為が、上記の見解を具体化した一定の合理的なルー

ルに従って行われることが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下のような内

容の事前の情報提供に関する一定のルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定すること

としました。

２．大規模買付ルールの内容

当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、

（１）　事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、

（２）　当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、

というものです。

　具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役

会としての意見形成のために十分な情報（以下、「本必要情報」といいます。）を提供していただきま

す。その項目の一部は次のとおりです。

①　大規模買付者およびそのグループの概要（大規模買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業につ

いての経験等に関する情報を含みます。）

②　大規模買付行為の目的および内容

③　当社株式の取得対価の算定根拠および取得資金の裏付け

④　大規模買付行為完了後に意図する経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等

（以下、「買付後経営方針等」といいます。）
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　本必要情報の具体的内容は大規模買付行為の内容によって異なるため、大規模買付者が大規模買付を行

おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国

内連絡先および提案する大規模買付行為の概要を明示した大規模買付ルールに従う旨の意向表明書を提

出いただくこととし、当社は、かかる意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いた

だくべき本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。

　なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取

締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。当社取締役会に提

供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には適切と判断す

る時点で、その全部または一部を開示します。

　次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本

必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の

買付の場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見

形成、代替案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として与えられるべきものと考

えます。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会

評価期間中、当社取締役会は提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を

慎重にとりまとめ、速やかに公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関す

る条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもありま

す。

　なお、大規模買付行為の提案があった事実、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了

した場合の取締役会評価期間の開始する日および満了する日を速やかに公表いたします。

３．独立委員会の設置

　当社取締役会は、本方針に基づく大規模買付者に対する対抗措置の発動の是非について最終決定を行い

ますが、本方針を適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、決定の公

正性、透明性を担保するため、独立委員会を設置しております。当社取締役会は、対抗措置の発動に先立

ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株

主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に対して

対抗措置発動の是非の勧告を行うものとし、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対

抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜情報開

示することといたします。

　独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣

から独立している、社外監査役ならびに社外有識者（注4）の中から選任します。現在の独立委員会委員

は川下 清氏、村尾 勝利氏、佐々木 寛治氏の3名であります。

４．大規模買付行為が為された場合の対応方針

（１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見

を表明したり、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模

買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当該買付提案およ

び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、当社株主の皆様にご判断いただく

ことになります。もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、次に掲げる等の当該大

規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取

締役会は当社株主の皆様の利益を守るために適切と考える方策をとることがあります。

①下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたら

す恐れのある買付等である場合

１）株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取を要求する行為

２）当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に買

付者等の利益を実現する経営を行うような行為

３）当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の担保や弁済原資として流用する行為

４）当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その

処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をね
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らって高値で売り抜ける行為

②強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に

設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことを指します。）等株主に株式の

売却を事実上強要する恐れのある買付等である場合

③当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えない買付

等である場合

④買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等および関

連する取引の実現可能性、買付等の後の経営方針・事業計画、および買付等の後における当社の他の

株主、従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針等を含む。）が当社の本源的

価値に鑑み、著しく不十分または不適当な買付である場合

⑤当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、取引先等との関係、または当社の企業文

化を破壊することなどにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大な恐れをもた

らす買付等である場合

　当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうか否かの検討および判

断については、その公正性、透明性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者の提供する買付後経営

方針等を含む本必要情報に基づいて、独立委員会の勧告を最大限尊重しながら当該大規模買付者および

大規模買付行為の具体的内容（目的、方法、対象、取得価格の種類・金額等）や当該大規模買付行為が当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響を検討した上で決定することといたします。

　なお、当該大規模買付行為において、例えば、会社の資産を買付者の債務の担保とすることや、会社の遊

休資産を処分し、その処分利益をもって高配当をさせることを大規模買付者が意図している場合であっ

ても、上記例外的措置は、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう

と判断される場合に限って行うものであり、かかる大規模買付者の意図がこれらに形式的に該当するこ

とや、株主以外のステークホルダーの利益に悪影響を与えることのみを理由として上記例外的措置を行

うことはしないものとします。

（２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合および当社株主に対して、必要情報そ

の他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報が提供されず、または提供された場合で

あっても著しく不十分な提供である場合には，具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、独立委員会の勧告を最大限尊重して

新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が当社取締役会の権限として認めるものを行

使し、大規模買付行為の開始に対抗する場合があります。具体的にいかなる手段を講じるかについては、

その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。また、具体的対抗措置とし

て新株予約権を発行する場合は、一定割合以上の当社株券等を保有する特定株主グループに属さないこ

とを行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがあ

ります。

　なお、当社は、新株予約権の発行を対抗措置とする場合において、その機動的発動を確保するために平成

23年6月19日を有効期限とする新株予約権の発行登録を行っております。
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５．株主・投資家に与える影響等

（１）大規模買付ルールが株主投資家に与える影響等

　大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断されるために必要な情報

や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提

示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもと

で、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をされることが可能となり、そのことが当社株主

全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、当社株主および

投資家の皆様が適切な投資判断をされる上での前提となるものであり、当社株主および投資家の皆様の

利益に資するものであると考えております。

　なお、上記４．において述べたとおり、大規模買付行為者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより

大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主および投資家の皆様におかれまし

ては、大規模買付行為者の動向にご注意ください。

（２）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は当社および当社株主全体

の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定款により当社取締役会の権限として

認められている対抗措置を取る場合がありますが、当社株主の皆様（大規模買付ルールに違反した大規

模買付者を除きます。）が法的権利または経済的側面において損失を被るような事態は想定しておりま

せん。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令および証券取引所規則に従っ

て、適時適切な開示を行います。

　なお、新株予約権の発行についての当社株主の皆様に関わる手続きについては、次のとおりとなります。

　新株予約権の発行につきましては、新株予約権を取得するために所定の期間内に行使価額の払込みを完

了していただく必要があります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行する際

に、法令に基づき別途お知らせいたします。

　なお、割当期日や新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、例えば、買付者等が買付等を撤回し

た等の事情により、当該新株予約権の行使期間開始日の前日までに、当社取締役会が当該新株予約権の発

行の中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じ

ません。従い、当該新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日以降に当社株式の価値の希釈化が生じるこ

とを前提に売買を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があり

ます。

６．大規模買付ルールの有効期限

　上記対応本方針の継続を決定した当社取締役会には、当社社外監査役3名を含む監査役4名全員が出席

し、いずれの監査役も、上記対応本方針の具体的運用が適正に行われることを条件として、継続に賛成す

る旨の意見を述べました。

　また、本方針につき株主の皆様のご意向を反映させることが適切であると判断いたしましたので、平成

22年6月の定時株主総会において、本方針を議案としてお諮りいたし、承認を頂きましたので、大規模買付

ルールの有効期間は、平成22年6月の定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会終結の時までとなりました。

　但し、有効期間の満了前であっても当社取締役会の決議により大規模買付ルールを廃止することがあり

ます。また、有効期間中に大規模買付ルールを修正または変更する場合があります。大規模買付ルールが

廃止、修正または変更がなされた場合には、その内容につき速やかに情報開示を行います。
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７．本方針の合理性

①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本方針は、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・

向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。また経済産業省

に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた

買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。

②株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本方針は、上記1．「大規模買付ルールの必要性」にて記載したとおり、当社株式に対する買付等がな

された際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を

提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能

とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって

導入されるものです。

③合理的な客観的発動要件を設定していること

　本方針は、上記4．「大規模買付行為が為された場合の対応方針」にて記載したとおり、あらかじめ定

められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会

による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

④独立性の高い社外者の判断を重視していること

　本方針における対抗措置の発動等に際しては、独立している社外者のみで構成される独立委員会へ諮

問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。

　また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・

株主共同の利益に適うように本方針の透明な運用が行われる仕組みが確保されています。

⑤株主意思を尊重するものであること

　本方針は、株主総会における株主の皆様のご承認を条件としており、その継続について株主の皆様の

ご意向が反映されることとなっております。また、本方針は、有効期間の満了前であっても、株主総会に

おいて本方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本方針はその時点で廃止されることになり、株

主の皆様のご意向が反映されます。

⑥デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　上記6．「大規模買付ルールの有効期限」にて記載したとおり、本方針は当社の株主総会で選任され

た取締役で構成される当社取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株式を大

量に買い付けたものが、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される当社取締役会によ

り本方針を廃止することが可能です。したがって、本方針はデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社の取

締役任期は1年であり、期差任期制を採用していないため、本方針はスローハンド型買収防衛策（取締

役会の構成員も交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防

衛策）でもありません。
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注1：特定株主グループとは、当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をい

います。）の保有者（同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者

に含まれる者を含みます。）およびその共同保有者（同法第27条の23第5項に規定する共同保有

者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。）ならびに当社の株券等

（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の2第1項に規定

する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者および

その特別関係者（同法27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。

注2：議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(ⅰ)特定株主グループが当社

の株券等の保有者およびその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合(同法第27条

の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者

の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとし

ます。)または、（ⅱ）特定株主グループが当社の株券等の大規模買付者およびその特別関係者で

ある場合の当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等保有割合（同法第27条の2第8項に

規定する株券等保有割合をいいます。）の合計とします。各株券等保有割合の算出にあたっては、

総議決権（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）および発行済株式の総数(同法第

27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買

付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

注3：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。

注4：社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会

社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。

　

(5)　研究開発活動

当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は24百万円であります。なお、第

３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設の

うち、丸一鋼販株式会社の南港パイプセンターが完成いたしました。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間に新たに確定した重要な設備の新設の計画は以下の通りであります。

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容
投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

丸一鋼管株式会社
堺特品工場
（大阪府堺市）

日本 照明柱塗装工場 600 ─ 自己資金
平成23年
1月

平成23年
11月

　

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

　

②　【発行済株式】

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成22年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成23年２月９日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 94,000,000 94,000,000

大阪証券取引所
(市場第一部)
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株で
あります。

計 94,000,000 94,000,000― ―

（注）提出日現在の発行数には、平成23年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ
り発行された株式は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日（平成17年6月29日）

　
第３四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個）（注）１,２ 6

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 6,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間 平成17年7月8日～平成37年7月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円）

発行価格　　　１株当たり１
資本組入額　　１株当たり１

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権
者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下
「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日よ
り10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使で
きる。
②その他の権利行使の条件は、平成17年6月29日の開催の
当社第71回定時株主総会決議および新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す
る新株予約権割当契約の定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、特別決議時の数から、新株予約権者の退任による

権利行使分を減じた数を記載しています。
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株主総会の特別決議日（平成18年6月29日）

　
第３四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個）（注）１,２ 84

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 8,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間 平成18年11月10日～平成38年11月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　１株当たり１
資本組入額　　１株当たり１

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権
者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下
「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日よ
り10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使で
きる。
②その他の権利行使の条件は、平成18年6月29日の開催の
当社第72回定時株主総会決議および新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す
る新株予約権割当契約の定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、特別決議時の数から、新株予約権者の退任による

権利行使分を減じた数を記載しています。

②会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

取締役会の決議日（平成19年8月7日）

　
第３四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個）（注）１,２ 53

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 5,300

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間 平成19年9月11日～平成39年9月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　１株当たり１

資本組入額　　１株当たり１

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権
者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下
「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日よ
り10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使で
きる。
②その他の権利行使の条件は、平成19年8月7日の開催の当
社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締
結する新株予約権割当契約の定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、特別決議時の数から、新株予約権者の退任による

権利行使分を減じた数を記載しています。
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取締役会の決議日（平成20年8月7日）

　
第３四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個）（注）１,２ 57

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 5,700

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間 平成20年9月11日～平成40年9月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　１株当たり１

資本組入額　　１株当たり１

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権
者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下
「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日よ
り10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使で
きる。
②その他の権利行使の条件は、平成20年8月7日の開催の当
社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締
結する新株予約権割当契約の定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、特別決議時の数から、新株予約権者の退任による

権利行使分を減じた数を記載しています。

取締役会の決議日（平成21年8月7日）

　
第３四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個）（注）１,２ 95

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 9,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間 平成21年9月9日～平成41年9月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　１株当たり１

資本組入額　　１株当たり１

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権
者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下
「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日よ
り10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使で
きる。
②その他の権利行使の条件は、平成21年8月7日の開催の当
社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締
結する新株予約権割当契約の定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、特別決議時の数から、新株予約権者の退任による

権利行使分を減じた数を記載しています。
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取締役会の決議日（平成22年8月6日）

　
第３四半期会計期間末現在

(平成22年12月31日)

新株予約権の数（個）（注）１,２ 125

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 12,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間 平成22年9月9日～平成42年9月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　１株当たり１

資本組入額　　１株当たり１

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権
者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下
「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日よ
り10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使で
きる。
②その他の権利行使の条件は、平成22年8月6日の開催の当
社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締
結する新株予約権割当契約の定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)  新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

　平成22年10月１日～

　平成22年12月31日
― 94,000― 9,595 ― 14,631

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成22年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 7,574,200

完全議決権株式(その他) 普通株式 86,358,500 863,585 ―

単元未満株式 普通株式 67,300 ― ―

発行済株式総数 94,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 863,585 ―

（注）１．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権2個）が含まれ

ております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式6株が含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成22年12月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数(株)

他人名義

所有株式数(株)

所有株式数の合

計(株)

発行済株式

総数に対する所有

株式数

の割合(％)

(自己保有株式) 大阪市西区北堀江

三丁目９番10号
7,574,200― 7,574,200 8.06

丸一鋼管株式会社

計 ― 7,574,200― 7,574,200 8.06

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年

４月
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 1,9331,8721,7911,7971,7531,7181,6691,6931,784

最低(円) 1,8031,5891,5871,6631,5811,5901,5711,5811,606

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月1日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累

計期間(平成21年4月1日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３

四半期連結会計期間(平成22年10月1日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22

年4月1日から平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第３四半期連

結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年4月1

日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により四

半期レビューを受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7

月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 65,135 56,845

受取手形及び売掛金 ※2, ※3
 29,173 27,361

有価証券 10,096 9,068

製品 8,289 6,652

原材料及び貯蔵品 14,956 13,611

その他 3,024 4,783

貸倒引当金 △264 △296

流動資産合計 130,411 118,025

固定資産

有形固定資産

土地 29,895 29,789

その他 35,162 34,967

有形固定資産合計 ※1
 65,057

※1
 64,757

無形固定資産

のれん 2,143 2,420

その他 2,014 2,178

無形固定資産合計 4,158 4,599

投資その他の資産

投資有価証券 52,047 63,627

その他 5,908 6,201

貸倒引当金 △94 △72

投資その他の資産合計 57,862 69,755

固定資産合計 127,078 139,111

資産合計 257,489 257,137
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,688 13,239

短期借入金 9,135 8,850

未払法人税等 3,225 3,465

賞与引当金 550 741

役員賞与引当金 51 51

その他 3,633 4,369

流動負債合計 29,282 30,717

固定負債

長期借入金 4,875 1,178

退職給付引当金 3,190 3,289

役員退職慰労引当金 46 64

繰延税金負債 2,138 3,532

その他 706 822

固定負債合計 10,957 8,887

負債合計 40,239 39,604

純資産の部

株主資本

資本金 9,595 9,595

資本剰余金 15,821 15,821

利益剰余金 200,259 182,147

自己株式 △17,397 △16,561

株主資本合計 208,278 191,002

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,822 9,523

為替換算調整勘定 △6,302 △4,424

評価・換算差額等合計 519 5,098

新株予約権 76 68

少数株主持分 8,374 21,362

純資産合計 217,249 217,532

負債純資産合計 257,489 257,137
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 75,002 84,981

売上原価 60,691 64,996

売上総利益 14,311 19,985

販売費及び一般管理費 ※
 7,160

※
 7,542

営業利益 7,151 12,443

営業外収益

受取利息 163 108

受取配当金 922 953

持分法による投資利益 － 235

匿名組合投資利益 － 738

その他 1,016 767

営業外収益合計 2,102 2,803

営業外費用

支払利息 312 180

持分法による投資損失 195 －

為替差損 － 205

不動産賃貸費用 192 242

その他 298 157

営業外費用合計 999 786

経常利益 8,253 14,460

特別利益

固定資産売却益 209 363

投資有価証券売却益 198 95

関係会社株式売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 33 －

匿名組合清算益 － 1,713

特別利益合計 441 2,173

特別損失

固定資産除却損 22 45

投資有価証券売却損 1 796

投資有価証券評価損 292 185

その他 8 0

特別損失合計 324 1,029

税金等調整前四半期純利益 8,370 15,604

法人税等 3,512 6,444

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,160

少数株主利益 198 995

四半期純利益 4,659 8,164
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 27,793 28,633

売上原価 21,012 22,611

売上総利益 6,781 6,022

販売費及び一般管理費 ※
 2,513

※
 2,524

営業利益 4,267 3,497

営業外収益

受取利息 39 25

受取配当金 131 255

持分法による投資利益 335 322

その他 349 196

営業外収益合計 856 799

営業外費用

支払利息 75 63

為替差損 － 67

不動産賃貸費用 19 74

その他 62 22

営業外費用合計 157 227

経常利益 4,967 4,070

特別利益

固定資産売却益 45 362

投資有価証券売却益 70 0

投資有価証券評価損戻入益 － 40

貸倒引当金戻入額 33 －

特別利益合計 150 403

特別損失

固定資産除却損 13 11

投資有価証券売却損 0 73

投資有価証券評価損 30 －

その他 0 0

特別損失合計 45 85

税金等調整前四半期純利益 5,072 4,387

法人税等 1,722 1,748

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,638

少数株主利益 289 5

四半期純利益 3,060 2,633

EDINET提出書類

丸一鋼管株式会社(E01253)

四半期報告書

23/37



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 8,370 15,604

減価償却費 3,451 3,335

のれん償却額 533 547

受取利息及び受取配当金 △1,086 △1,062

匿名組合投資損益（△は益） － △738

支払利息 312 180

持分法による投資損益（△は益） 195 △235

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △211 698

投資有価証券評価損益（△は益） 292 185

匿名組合清算益 － △1,713

売上債権の増減額（△は増加） △2,177 △1,545

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,329 △3,458

仕入債務の増減額（△は減少） △8,092 △949

その他 △138 △1,185

小計 10,780 9,663

利息及び配当金の受取額 1,311 2,197

利息の支払額 △312 △180

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 173 △5,817

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,952 5,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △5,936 △20,273

有価証券の取得による支出 △2,893 △4,000

有価証券の売却による収入 4,945 2,716

投資有価証券の取得による支出 △816 △1,047

投資有価証券の売却による収入 3,241 6,568

関係会社株式の取得による支出 △995 △391

関係会社株式の売却による収入 21 306

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,774 △4,371

有形及び無形固定資産の売却による収入 395 418

匿名組合清算による収入 － 2,964

その他 27 △155

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,784 △17,264
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,084 367

長期借入れによる収入 526 5,171

長期借入金の返済による支出 △396 △1,660

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △1,859 △846

配当金の支払額 △3,724 △3,165

少数株主への配当金の支払額 △92 △85

少数株主からの払込みによる収入 505 －

その他 △12 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,137 △281

現金及び現金同等物に係る換算差額 △285 △843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,254 △12,526

現金及び現金同等物の期首残高 42,130 52,939

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 228

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 37,876

※
 40,640
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　 当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

１．連結の範囲に関する

事項の変更

(1)連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、㈱アルファメタルは重要

性が増したため、連結の範囲に含めております。

(2)変更後の連結子会社の数

11社

２．会計処理基準に関す

る事項の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する

会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用して

おります。これによる損益に与える影響はありません。

　

【表示方法の変更】

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

１　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）

に基づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年3月24日 内閣

府令第5号）の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整

前四半期純利益」の科目で表示しております。

２　前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「匿

名組合投資利益」は、営業外収益総額の１００分の２０を超えたため、当第３四

半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結累

計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「匿名組合投資利益」は、104百万

円であります。

３　前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「為

替差損」は、営業外費用総額の１００分の２０を超えたため、当第３四半期連結

累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結累計期間の

営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は、109百万円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めていた「匿名組合投資損益」は、重要性が増加したため、当第３四半期

連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結累計期間の

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「匿名組合投資損

益」は、104百万円であります。

　

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に

基づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年3月24日 内閣府

令第5号）の適用に伴い、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前

四半期純利益」の科目で表示しております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　 当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を

含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示して

おります。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、82,653百万円

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、79,469百万円
であります。

※２．手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 69百万円

受取手形裏書譲渡高 132百万円

　２．　－

※３．債権流動化による売掛債権譲渡額は、175百万円

であります。

　３．　－

　４．当社は、下記の関係会社の金融機関等からの借入
債務に対し、保証を行っております。

マルイチ・クマ・スチール・チューブ・リミ
テッド

925百万円

また、当社は、関係会社である丸一金属制品（佛
山）有限公司の資金調達について、経営指導念書
を差入れております。

（注）クマ・ステンレス・チューブ・リミテッ
ドはマルイチ・クマ・スチール・チューブ
・リミテッドに商号変更いたしました。

　４．当社は、下記の関係会社の金融機関等からの借入
債務に対し、保証を行っております。

クマ・ステンレス・チューブ・リミテッド

496百万円

また、当社は、関係会社である丸一金属制品（佛
山）有限公司の資金調達について、経営指導念書
を差入れております。

　 　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

発送費 2,627百万円

※　販売費及び一般管理費の主なもの

発送費 2,866百万円

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日

　至　平成22年12月31日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

発送費 972百万円

※　販売費及び一般管理費のうち主なもの

発送費 985百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 41,943百万円

預入期間が３ヶ月を越える

定期預金
△12,756百万円

取得日から３ヶ月以内に償

還

期限の到来する短期投資

8,689百万円

現金及び現金同等物 37,876百万円

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 65,135百万円

預入期間が３ヶ月を越える

定期預金
△32,590百万円

取得日から３ヶ月以内に償

還

期限の到来する短期投資

8,095百万円

現金及び現金同等物 40,640百万円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　

至　平成22年12月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期

連結会計期間末

  普通株式(株) 94,000,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期

連結会計期間末

  普通株式(株) 7,574,206

　

３　新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の当第３四半期連結会計期間末残高　　　親会社　　76百万円

　

４　配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成22年5月12日
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,868 21.50平成22年３月31日平成22年６月29日

平成22年11月8日
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,296 15.00平成22年９月30日平成22年11月30日

（２）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

第２四半期連結会計期間に、連結子会社である丸一鋼販（株）及び四国丸一鋼管（株）において各社

の従業員持株会から自己株式の取得を行いました。これに伴い、子会社の利益剰余金に占める当社グルー

プの持分が増加することにより、連結利益剰余金が、13,171百万円増加いたしました。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　

　
鋼管事業

(百万円)
表面処理鋼板
事業(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上 22,525 3,419 1,848 27,793 － 27,793

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － － － －

計 22,525 3,419 1,848 27,793 － 27,793

営業利益 3,856 431 144 4,432 (164) 4,267

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　

　
鋼管事業

(百万円)
表面処理鋼板
事業(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上 63,441 8,252 3,308 75,002 － 75,002

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － － － －

計 63,441 8,252 3,308 75,002 － 75,002

営業利益 7,483 20 190 7,694 （542） 7,151

　

(注) １　事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各区分に属する主な製品

事業区分 主要製品

鋼管事業 構造用溶接鋼管、建築用溶接鋼管、配管用溶接鋼管

表面処理鋼板事業 鍍金コイル、カラーコイル

その他 棒鋼、照明柱
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　

　
日本

(百万円)

北米

(百万円)

アジア

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上 21,894 2,922 2,977 27,793 － 27,793

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

190 － － 190 (190) －

計 22,084 2,922 2,977 27,984 (190) 27,793

営業利益 3,788 74 406 4,268 (0) 4,267

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　

　
日本

(百万円)

北米

(百万円)

アジア

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上 59,211 8,203 7,588 75,002 － 75,002

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

231 － － 231 （231） －

計 59,443 8,203 7,588 75,234（231） 75,002

営業利益又は営業損失
（△）

7,609 △328 △128 7,152 （1） 7,151

　

(注) １　事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２　区分に属する主な国又は地域

北米・・・米国

アジア・・・ベトナム

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　

　 北米
アジア・
オセアニア

その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,939 3,084 107 6,131

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 27,793

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

10.6 11.1 0.4 22.1

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　

　 北米
アジア・
オセアニア

その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 8,239 7,718 432 16,391

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 75,002

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

11.0 10.3 0.6 21.9

　

(注) １　各区分に属する主な国又は地域

北米・・・・・・・・・・米国、カナダ

アジア・オセアニア・・・ベトナム、カンボジア、インドネシア、マレーシア、オーストラリア

その他・・・・・・・・・中東

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会・執行役員会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う

対象となっているものであります。

当社グループは、主に鋼管、表面処理鋼板、棒鋼などを生産・販売しており、日本においては当社及び連

結子会社が、海外においては各地域をそれぞれ独立した現地法人が担当しており、取り扱う製品について

各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「北米」及び「アジア」の３つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントの主な製品は次のとおりです。

（日本）

構造用溶接鋼管、建築用溶接鋼管、配管用溶接鋼管、鍍金コイル、照明柱など

（北米）

構造用溶接鋼管、建築用溶接鋼管、配管用溶接鋼管など

（アジア）

構造用溶接鋼管、建築用溶接鋼管、配管用溶接鋼管、鍍金コイル、カラーコイル、棒鋼など

　
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

（単位：百万円）

　
報告セグメント

調整額
四半期連結損益計
算書計上額

日本 北米 アジア 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 67,4867,631 9,86384,981 － 84,981

  セグメント間の
  内部売上高又は振替高

917 － － 917 △917 －

計 68,4037,631 9,86385,899△917 84,981

  セグメント利益又は損失（△） 12,063 480 △70 12,474 △30 12,443

(注) １.セグメント利益又は損失（△）の調整額△30百万円はセグメント間取引消去であります。

　　 ２.セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

当第３四半期連結会計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）

（単位：百万円）

　
報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

日本 北米 アジア 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 23,0072,457 3,16928,633 － 28,633

  セグメント間の
  内部売上高又は振替高

105 － － 105 △105 －

計 23,1122,457 3,16928,738 △105 28,633

  セグメント利益又は損失（△） 3,593 59 △152 3,500 △2 3,497

(注) １.セグメント利益又は損失（△）の調整額△2百万円はセグメント間取引消去であります。

　　 ２.セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　
（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日）を適用しております。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日）

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

2,415.92円 2,256.07円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 217,249 217,532

普通株式に係る純資産額（百万円） 208,798 196,101

差額の主な内訳（百万円） 　 　

  新株予約権 76 68

  少数株主持分 8,374 21,362

普通株式の発行済株式数（千株） 94,000 94,000

普通株式の自己株式数（千株） 7,574 7,078

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（千株）
86,425 86,921
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２．１株当たり四半期純利益金額等

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 53.42円

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

53.40円
　

１株当たり四半期純利益金額 94.14円

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

94.10円
　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

項目

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益（百万円） 4,659 8,164

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る四半期純利益（百万円） 4,659 8,164

普通株式の期中平均株式数（千株） 87,220 86,724
　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 34 41

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式につ

いて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

－ －
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第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 35.21円

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

35.19円

　

１株当たり四半期純利益金額 30.47円

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

30.45円

　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

項目

前第３四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日

　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益（百万円） 3,060 2,633

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る四半期純利益（百万円） 3,060 2,633

普通株式の期中平均株式数（千株） 86,921 86,425
　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 39 47

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式につ

いて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

－ －

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

平成22年11月８日開催の取締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主又は

登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①配当金の総額 1,296百万円

②１株当たりの金額 15円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年11月30日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年2月12日

丸一鋼管株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    北    山    久    恵    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    辻    井    健    太    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    公    江    祐    輔    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸一

鋼管株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、丸一鋼管株式会社及び連結子会社の平成21年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年2月9日

丸一鋼管株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    北    山    久    恵    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    辻    井    健    太    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    公    江    祐    輔    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸一

鋼管株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、丸一鋼管株式会社及び連結子会社の平成22年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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